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予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

風
し
ん
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
特
例
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
と
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
こ
れ
を
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
延
長
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
項
関
係
）

二

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
定
期
の

予
防
接
種
の
対
象
者
を
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
項
関
係
）

１

十
二
歳
と
な
る
日
の
属
す
る
年
度
の
初
日
か
ら
十
六
歳
と
な
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
女
子

２

平
成
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
女
子
（
前
号
に
掲
げ
る
女
子
を
除
く
。
）

第
二

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）
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